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Ⅰ はじめに 

 

 農業委員会組織は、「土地と人対策」を担う組織として、農地制度の適正執行や農

地の有効利用の促進を図ってきており、遊休農地の増加とその解消が喫緊の課題であ

ることを踏まえ、地域の農地利用の総点検として、組織運動である「農地パトロー

ル」に取り組んできた。 

そのような中で、平成 28 年 4 月１日に改正農業委員会法が施行され、「農地利用

の最適化」が農業委員会の「必須事務」となったことを踏まえ、遊休農地の発生防止

・解消について、農業委員会組織としても「新・農地を活かし、担い手を応援する全

国運動」（平成 28 年から 30 年までの 3 ヵ年運動）を発足させ、「遊休農地の発生防

止・解消対策」に引き続きカを入れて取り組んでいくこととしている。 

また、新制度では農地 100 ヘクタールに１人の割合を目安に、農業委員会が農地利

用最適化推進委員を委嘱し、農業委員や事務局と連携した現場活動を行っていく必要

がある。農業委員会活動を目に見えるものとし、地域農業の活性化を図るためにも、

農地パトロール（利用状況調査）は、農業委員会の重要な取り組みの 1 つである。 

 

 

Ⅱ 農地パトロール（利用状況調査）のねらい 

  

「農地パトロール」は、①地域の農地利用の確認、②遊休農地の実態把握

と発生防止・解消、③違反転用発生防止・早期発見について重点的に取り組

むことを目的としている。特に、遊休農地の発生防止・解消にあっては、そ

の再生利用に向けた各種事業の活用を勧めるとともに「人・農地プラン」を

はじめとする地域（集落）での話し合いの場づくりに積極的に関与し、目指

すべき地域農業の将来像について、合意形成を図ることが重要となる。  

 こうした日常的な現場活動を中心となって担うのが農地利用最適化推進委

員であり、農業委員との適切な役割分担の下、連携して取り組む。  

 

遊休農地の解消に向けた取り組み  

１）「農地パトロール」（利用状況調査）が取り組みの出発点  

○  農地パトロールは平成 11 年から続けている農業委員会組織の運動的

な取り組みで、毎年 1 回、８月頃に定めて地域の農地利用を総点検する

活動。  

○  現在は、農地法第 30 条第 1 項に基づく利用状況調査（農業委員会の

義務的業務）に位置づけて実施。  

○  調査のポイントは管内全ての農地を確認すること（農地利用の総点

検）。  

 

 

農地パトロールは地域の農地の状態を把握する取り組み。人間で言え

ば、診察を行ってカルテをつくるようなもの。処方箋（対応策）を考え

るうえで不可欠な基礎情報の収集活動である。  

 

  ＊なお、今年の７月には千を超える農業委員会が新体制に移行することか

ら、前年度の利用意向調査に伴う現地確認と当該年の利用状況調査が円
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滑に実施できるよう、移行後速やかに調査の実施ができるように十分な

準備をしておくことが重要です。たとえば、移行後速やかに、農業委員

や農地利用最適化推進委員を対象とした研修会を行い、その後、調査を

実施できるようにしておくと良いでしょう。  

 

２）遊休農地の所有者等に対する利用意向調査の徹底  

  ○  利用意向調査は、農地パトロールの結果、「遊休農地」であると農業

委員会が判断した農地の所有者等に、 11 月末までに利用意向調査書を

発出して当該遊休農地の活用意向を確認する取り組み。  

  ○  農地法第 32 条第 1 項に位置づけられた農業委員会の必須事務。  

  ○  調査のポイントは「自ら耕作する」のか「誰かに貸したい」のかを

はっきりさせること。また、調査は郵送等で行うことが多いため、待っ

ていても調査結果は返ってこない。回収率を上げるには農業委員、農地

利用最適化推進委員の戸別訪問が必要。  

 

 

【誰に貸し付けたらよいか迷っている人がいたら】  

 ☆農地が農業振興区域内にある場合  →  農地中間管理機構を紹介  

 

 【参考】  

  調査で確認する遊休農地の活用意向（様式例第 13 号の１より）  

①  農地中間管理事業の活用→当該農地が農振地域にある場合に限定。  

②  農地利用集積円滑化団体が行う農地所有者代理事業（白紙委任）の活

用  

③  自ら所有権の移転又は賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設

定もしくは移転を行う  

④  自ら耕作する  

⑤  その他（例：農業委員会によるあっせん、管理耕作など）  

 

【注意！】  

なお、遊休農地に関する措置については、改正された「農地法の運用に

ついて」（平成 28年 5月 25日 28経営第 509号にて一部改正）に記載のとおり

、毎年８月頃に利用状況調査を実施し、毎年 11月末までに利用意向調査の

調査書を発出、翌年 1月末までに回答が得られるよう、運用には、十分留意

すること。  

また、平成 29年度から勧告遊休農地に対する固定資産税の課税強化等が

行われていることから、平成 28年に実施した所有者等への利用意向調査を

踏まえて現地確認を行い、遊休農地の状態が解消あるいは所有者等が貸付

意向を示す等していない場合には、平成 30年の固定資産税が課税強化され

ることとなるため、十分留意すること。  

 

３）利用意向調査で農地中間管理事業を活用したい旨の意思表明があった場

合の対応  

○  農業委員会は、農地中間管理機構に対し農地中間管理事業を活用した

い旨の意思表明があったことを通知する（農地法第 35 条第 1 項）。  
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  【注意！】  

  「通知しても機構は受け取らない」、「現場は何も改善しない」など、農

業委員会で判断し、機構への通知をしないことがないように留意するこ

と。通知の業務を行っていないと、「農業委員会は仕事をしていない」と

誤解をされる恐れがある。  

   

 ４）利用意向調査後、当該農地で利用の増進が図られていない場合  

〇  利用意向調査を行った結果、意思表明から 6 カ月を経過しても当該農

地の農業上の利用の増進が図られていない場合、又は何ら意思表示が

ない場合は、農業委員会は農地中間管理機構と協議すべきことを勧告

する（農地法第 36 条第 1 項）。  

 

 

 【取り組みイメージ】  

 

機構に貸したい（意向調査の結果）  

 

 

農業委員会から機構へ通知  

 

 

 

 

 

 

 

                   ①非農地通知の検討  

                   ②農業委員会によるあっせん  

                   ③その他（管理耕作など）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構が協議の申し入れ   機構の基準に適合しない  

農地中間管理権の取得へ   委員会と所有者等へ通知  
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Ⅲ  農地パトロール（利用状況調査）の実施と手順  

 

１．趣旨 

 農地法第 30 条に基づいて行う「利用状況調査」 は、毎年１回８月頃に、農業委員

会が管内全ての農地の利用状況について調査を行うものである。調査の結果、遊休農

地および遊休化のおそれがある農地の所有者等に対しては「利用意向調査」を実施

し、農地の利用意向を確認することとなっている。 

 そうした意向を踏まえ、農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体への貸付やそ

の他の方法による農地のあっせんなど、農地の利用調整と有効利用を進めていくこと

が農業委員会の役割として一層期待されているところである。 

 また、平成 20 年度より市町村と農業委員会が一体となって管内の耕作放棄地につ 

いて一筆ごとに荒廃状況を把握する「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」（以 

下、荒廃農地調査）は、調査の効率的な実施の観点から、平成 23 年度より「利用状 

況調査」と併せて実施することとしている。（荒廃農地調査の詳細は、p6 参照） 

 

２．実施時期および内容 

１） 実施時期 

○ 毎年 1 回実施すること。 

○ 農地パトロールによる農地利用の確認の調査時期については、「農地法の運用に

ついて」（平成 28 年 5 月 25 日 28 経営第 509 号にて一部改訂）に基づき、８月

頃に実施する。なお、実施にあたっては「荒廃農地の発生・解消状況に関する

調査」を共同で行う市町村と十分に連携を図ること。 

○ 農地中間管理事業の年間スケジュールも考慮し、農地中間管理機構からの業務委

託先である市町村と協議した上で、最適な時期に設定すること。 

 

２） 実施内容 

 a．遊休農地および遊休化のおそれがある農地の把握（荒廃農地調査を含む） 

b．農地法の許可（届出）案件の履行状況の確認 

c．農業経営基盤強化促進法による利用権設定等農地の履行状況の確認 

d．農地の違反転用の発生防止と早期発見・是正 

e．相続税又は贈与税の納税猶予制度の適用を受けている農地（以下、「納税猶予 

適用農地」 という）の利用状況の確認 

f．仮登記農地の利用状況の確認 

g．営農型発電設備（太陽光パネル等）の設置に係る農地についての適切な営農 

状況の確認 

h. 農業者年金制度にかかる特定処分対象農地及び加算対象農地等の利用状況の確

認 

 

３．実施手順 

１） 事前準備 

①「実施要領」の決定 

実施期間や調査の方法等を明確にした「実施要領」を農業委員会の総会等で決定

したうえで対応する。 
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②推進会議（仮称）の開催 

 農地パトロール実施者を対象に「農地パトロール（利用状況調査）推進会議（仮 

称）」を開催する。参加者一人ひとりに対し、実施方法等の周知徹底を図るととも

に、実施結果を踏まえた遊休農地所有者等への利用意向調査の実施方法等について

も十分に確認しておくこと。 

 

③地図等の用意 

 現地確認にあたり、詳細な地図やこれまで実施した調査結果の一覧表等を用意す

る。対前年比が分かるようにすることが調査の効率化・迅速化につながるため、前

年度に活用した地図も併せて用意することが望ましい。 

 また、農業委員、農地利用最適化推進委員の活動（調査）内容を記録するため、

「農業委員会活動記録セット」も活用する。 

 

④活動の見える化 

目に見える取り組みとするために、「農地パトロール４点セット（マグネット

板、農業委員会腕章、農業委員会キャップ、ゼッケン）」 （p.55 参照）および身

分証を用意し、調査時には携行する（「農地パトロール実施中」のゼッケンを着用

することもさらなる見える化の取組として重要）。遊休農地、無断転用等関連のリ

ーフレット（全国農業図書にて刊行）等も用意しておくと良い。 

 

⑤広報活動 

農業委員会による取り組みを広く周知することに加え、遊休農地・違反転用等の

発生防止の啓発効果をねらい、事前に農地パトロール（利用状況調査）を実施する

旨を農業委員会だよりや市町村広報誌等で周知する。さらに、地元新聞社やテレビ

局等マスコミへの周知にも努める。 

なお、平成 29 年度より、農業振興地域において農業委員会から農地中間管理機

構との協議の勧告を受けた遊休農地を対象にした課税強化が実施されるため、併せ

て周知を図ること。 

 

２） 調査の実施 

①対象農地 

 管内すべての農地を対象とする。なお、「B 分類となった農地は原則として年内

に農地に該当しない判断を行うこととするが、非農地判断をしていなければ利用状

況調査の対象となる」（p.15 4）参照）。 

 

②実施体制 

詳細で濃密な調査が実施できるよう、旧市町村や大字等、適当な範囲で区域を区

切り、区域ごとに担当の農地利用最適化推進委員または農業委員を定め、連携を図

る。 

本調査は、荒廃農地調査も兼ねていることから、市町村職員や農業団体等とも協

力して実施する。 

※ 必要に応じて地域農業に精通した者等を調査員（協力員）として設置することも 

可能。その際は、手当の支払いも可能だが、支払い根拠として「調査員設置要

綱」等（p.21 参照）を作成し委嘱すること。 
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③実施方法 

a．地図等を利用しながら、一筆の農地ごとに、まずは道路からの目視で確認する。 

但し、災害その他の事由により、その土地への進入路が荒廃しているため立ち入

ることが困難な場合は、この限りではない。 

 

b．道路からの目視により雑草が繁茂しているなど、遊休化等が確認された場合は、

利用状況の写真を撮り、その旨を地図等に記録する。遊休農地の写真撮影にあ

たっては、Ａ農地、Ｂ農地の判断の資料となるよう、農地全体のほか、必要に応

じて周囲の状況や植生についても撮影するように留意します。遊休農地の写真撮

影にあたっては、スマートフォンやタブレットのＧＰＳ機能を活用すればデジタ

ル写真データに撮影日時や地図座標等の情報を記録できますので情報整理の効率

化につながります。農業委員、農地利用最適化推進委員による撮影ができなかっ

た場合は、報告を受けた後、速やかに事務局等において写真を撮影しておくと良

いでしょう。 

 

３） 調査結果の整理、活用 

①調査結果の整理 

農地パトロール（利用状況調査）終了後は、推進会議などの調査実施者等関係者

による報告・検討会を開催し、調査結果を整理するとともに、現状と課題を把握す

る。 

遊休農地（荒廃農地調査Ａ分類）および遊休化のおそれがある農地については、

「利用意向調査」に向け調査書作成等の準備を進める。 

再生困難な農地（荒廃農地調査Ｂ分類）については、非農地判断のほか、農地以

外の利用（転用）も検討する。 

 

 

②市町村への情報提供 

  荒廃農地調査の結果を整理するため、市町村にも調査結果の情報提供を行う。 

 

③「人・農地プラン」の作成活動 

調査結果を「人・農地プラン」作成活動に活用し、当該プランへの位置づけ（地

域の中心となる経営体に集積される農地としての位置づけ）も検討する。 

 

④農地台帳等への反映、管理 

  利用状況調査の結果を農地台帳に反映する。 

 

＜参考＞ 

荒廃農地の発生・解消状況に関する調査 

１．概要 

当該調査は、平成 24 年 12 月 26 日付け 24 農振第 1168 号農村振興局長通知を

もって 「耕作放棄地全体調査」（平成 20 年度より実施）が改正されたものであ

る。食料・農業・農村基本計画（平成 22 年３月閣議決定）で定められた平成 32

年の農地の確保に向けた荒廃農地の再生利用の取り組みであるとともに、農地台

帳上と現況の農地面積の乖離を是正するために不可欠な取り組みであることを踏
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まえ、毎年実施している調査である。 

具体的には、これまで把握している農地の状況の変化（解消、荒廃度合の進展

等）を確認するほか、目視により新たに発生した荒廃農地の把握を行う。 

なお、これらの荒廃農地については、一筆ごとにその荒廃状況を調査表（荒廃

農地の発生・解消状況に関する調査表）に整理の上、市町村単位で集計（Ａ分類

およびＢ分類集計表）を行い、市町村が都道府県へ提出する。 

また、この調査は、調査要領に基づき、市町村と農業委員会が共同で行うとと

もに、必要に応じて他にも応援を求めることとなっている。 

 

２．調査結果の分類方法 

 調査結果の分類方法は以下の通り。 

 

＜荒廃農地の区分＞ 

①  Ａ分類（再生利用が可能な荒廃農地） 

 

②  Ｂ分類（再生利用が困難と見込まれる荒廃農地） 

 

 → 再生利用が困難と見込まれる荒廃農地は、農業委員会が農地・非農地判断を行

う。 

 

 → 農地と判断したものはＡ分類に編入し、非農地は非農地通知を行う。 

 

＜解消された荒廃農地の区分＞ 

①営農再開（営農再開した農地。市民農園等としての利活用、景観作物の植栽も含

む） 

②基盤整備後営農再開（基盤整備事業等が実施中であり、完了後に営農再開の予定

のある農地） 

③保全管理（抜根、整地等の後、耕作に向けた草刈り等を行い、常に耕作しうる状

態に保つ取り組み） 

 

 

Ⅳ 農地パトロール（利用状況調査）の結果に基づく遊休農地対策の実施 

 

◎農地パトロール（利用状況調査）と遊休農地対策の流れについては、別添フロー図 

（p.20）も参照のこと。フロー図の内容については、以下の通り。 

 

１．農業委員会が利用調整を推進 

１）「利用意向調査」の実施 （農地法第 32 条第１項、第２、第４項、第５項、第 33 条第 1 項） 

①調査対象農地 

農地パトロール（利用状況調査）の結果、遊休農地および遊休化のおそれのあ

る農地に該当したもの 

 

 遊休農地： 

○過去１年以上にわたり農作物の作付けが行われておらず、かつ、今後も農地所有
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者等による農地の維持管理（草刈り、耕起等）や農作物の栽培が行われる見込み

がない農地 

○農作物の栽培は行われているが、周辺の同種の農地において通常行われる栽培方

法と認められる利用の様態と比較して、その程度が著しく劣っている農地 

 

 遊休化のおそれがある農地： 

  次のいずれかに該当するもの 

  ア．その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが死亡したもの 

  イ．その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが遠隔地に転居したもの 

ウ．農地法第39条第1項の規定による裁定により設定された農地中間管理権の残

存期聞が1年以下であるもの 

エ．農地法第43条第2項の規定による裁定により設定された利用権の残存期間 

 が１年以下であるもの 

（平成29年の省令改正により） 

○ 耕作者のリタイア等に際し、他の権利者の所在が不明である農地 

○ 農地中間管理権の設定後、所有者等が不明となった農地 

                        

 

 （対象とならない農地） 

  ・非農地判断の手続きを準備している農地（荒廃農地調査におけるＢ分類農地） 

・農地中間管理事業の推進に関する法律第20条の規定により農地中間管理権に係

る賃貸借又は使用貸借が解除されたもの 

  ・農地法第4条第1項または第5条第1項の許可に係るもの 

  ・農地法第35条第2項ただし書の規定による通知に係るもの 

  ・土地収用法その他の法律により収用され、又は使用されることとなるもの 

 

②調査対象者 

  ①の対象農地にかかる 

     a．所有者等（所有者又は所有権以外の使用収益権者） 

     b．共有農地において、過半の持分を有する所有者等が分かる場合は、その 

    所有者等すべての者（※） 

 

※ 一方、共有農地が遊休化している場合で、過半の持分を有する者の所在が分から

ないときには、農業委員会は「所有者等を確知できない旨」を公示し、所定の手

続き（P13 を参照）を進めること（農地法第 32 条第３項） 

 

 

③  調査方法・実施時期 

調査書様式（p.29 参照）を毎年 11 月末までに発出する。 

なお、回収率の向上を図る観点から、発出後に農業委員や農地利用最適化推進委

員と連携し、必要に応じて対面聞き取り等を行う。 

  調査の際、所有者等の意思の表明から６月経過後の現地確認を翌年の利用

状況調査に併せて円滑に行うことができるよう、翌年１月末までの範囲で回

答期限を設定すること（利用意向調査を実施した場合には、農地中間管理機

構に情報提供する（次頁）参照））。  
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④調査内容（利用意向について） 

利用意向について、以下のア～オを確認する。 

ア．農地中間管理事業を利用する 

→都道府県農業公社（農地中間管理機構）を通じて、農地を貸したい方 

（※農業振興区域内の農地についてのみ選択可） 

イ．農地利用集積円滑化団体が行う農地所有者代理事業を利用する 

→市町村・農協・市町村農業公社を通じて、農地を貸したい方 

（※市街化区域を除いて選択可。また、農地所有者のみ選択可） 

ウ．自ら所有権の移転又は賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定 

  若しくは移転を行う 

エ．自ら耕作する 

オ. その他 

 

２） 利用意向調査に基づく利用関係の調整（農地法第 34 条） 

農業委員会は、（１）の利用意向調査により確認した農地所有者等の意向を勘

案しつつ、農地の農業上の利用の増進が図られるよう、以下の通り、農地の利用

調整、あっせん等を行う。 

 

【農業振興地域内】 

①  農地中間管理機構に通知（農地法第 35 条 1 項） 

利用意向調査により、農地所有者等から農地中間管理事業を利用する旨の意思

表明があった場合、農業委員会はその旨を農地中間管理機構に通知する[様式第

13 号の５]（p.37）。 

  その後、当該機構は、農地中間管理事業を利用する意思を示した農地の所有者等

に対して農地中間管理権の取得に関する協議を申し入れる。 

但し、当該機構は、当該農地が当該機構の事業規程の基準に不適合の場合は、

その旨を農業委員会および当該農地の所有者等に通知し、協議の申し入れは行わ

ない。この場合、当該農地について、農業委員会はその他の方法で利用関係の調

整を行うこと。（次の③参照） 

  なお、「農地法の運用について」（平成 28 年 5 月 25 日 28 経営第 509 号にて一

部改訂）では、農地中間管理事業を利用する旨の意思表明があった場合以外で

も、利用意向調査を実施した場合には、その農地の状況等について、速やかに農

地中間管理機構に情報提供することとなっている。その際、農業委員会は、農地

中間管理機構に対し、その農地が農地中間管理事業規程に定められた農地中間管

理権を取得する農用地等の基準に適合しない場合には、その旨を速やかに農業委

員会に通知するよう求めること。 

 

②  農地利用集積円滑化団体に通知（農地法第 35 条３項） 

利用意向調査により、農地所有者等から農地利用集積円滑化団体が行う農地所

有者代理事業を利用（白紙委任）する旨の意思表明があった場合、農業委員会は

その旨を当該円滑化団体に通知する[様式第 13 号の 6] （p.38）。（当該円滑化

団体は、農地所有者代理事業を利用する意思を示した農地の所有者等に対して事

業実施に係る協議を申し入れる）。 
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③  あっせん等その他利用関係の調整 

利用意向調査により、自ら所有権移転や賃借権等の設定等を行う意思がある者

の農地、また、①で機構が借り受けなかった農地は、農業委員会のほか関係する

機関で連携し、あっせん事業等を活用しながら、地域の農業者、集落法人、企業

参入者等への農地の貸付を促す。 

なお、受け手となる担い手を見つけることが困難な農地については、農地性の

判断（農地の非農地判断はｐ.15 参照）をしたうえで、地域農業の振興に繋がる

ような利用を検討する。 

【農業振興地域外】 

上記①の農地中間管理事業の利用は、農業振興地域内農地のみが対象となるた

め、農業振興地域外の農地については、②の円滑化団体への通知（市街化区域は

原則除く）、③のあっせん等により農業委員会ほか関係機関で調整、あっせんを

行う。 

 

２．利用意向調査で示した意向通りに対応しない場合の措置 

１） 農地中間管理権の取得に関する協議の勧告（農地法第 36 条第１項） 

次のア～エに該当する場合は、その年の１１月末までに農業委員会は農地所有

者等に対して「農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し、同機構と

協議すべきこと」を勧告する。[様式第 13 号の７]（p.38） 

なお、勧告を行ったときは、農業委員会はその旨を農地中間管理機構等に通知

する。（農地法第 36 条２項） [様式第 13 号の８]（p.39） 

ア．自ら耕作する意思を表明した場合において、その表明のあった日から起算し

て 6 ヶ月を経過した日においても、その農業上の利用の増進が図られていな

いとき 

 

イ．自ら所有権の移転・賃借権等の設定等を行う意思を表明した場合において、

その表明のあった日から起算して 6 ヶ月を経過した日においても、これらの

権利の設定等が行われていないとき 

 

ウ．農業上の利用を行う意思がないとき 

 

エ．「利用意向調査書」の発出日から起算して 6 ヶ月を経過した日においても意

思の表明がないとき 

 

ただし、以下の場合は協議の勧告の対象とならない 

（「農地法の運用について」第3 5（2）（平成28年5月25日28経営第509号にて一部

改正）） 

○当該農地が農業振興地域内にないとき 

（ア） 農地中間管理機構が農地法第35条第2項ただし書に基づき、農地中間管理 

事業規程に定められた農地中間管理権を取得する農用地等の基準に適合しない旨

を農業委員会等及び所有者等へ通知したとき 

（イ） 当該農地の所有者等から農地中間管理機構に対して貸付けを行う旨の意思が表

明され、それが継続しているとき 
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（ウ）（ア）に掲げるもののほか、農地中間管理機構から、その農地が農地中間管理

事業規程に定められた農地中間管理権を取得する農用地等の基準に適合しない旨

の通知があったとき（9頁の下線部に対応） 

     （→農業委員会から意向確認した農地についても、あらかじめ機構から「借りな

い」と通知があったものについては、勧告は行いません。） 

  〇贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地については勧告があっ

た際に納税猶予の期限が確定することから、納税猶予制度の適正な運用を確保す

るため、（ア）～（ウ）に該当するものも含めて、法第36条第1項各号のいずれ

かに該当する場合には、必ず勧告を行うこと。 

 

 また、勧告を行った後でも、以下に該当することとなった場合には、その時  

点をもって対象農地に係る勧告が撤回される（「農地法の運用について」第 3 

5（ 3）（平成 28年 5月 25日 28経営第 509号にて一部改正））  

 ア  利用状況調査等により、遊休農地が解消されたことが確認されたとき  

 イ  農地中間管理機構との借入協議の結果、当該農地を農地中間管理機構  

 が借り受けたとき  

 ウ  法第 39条による裁定により農地中間管理機構が農地中間管理権を取得し  

たとき  

 エ  アからウまでに該当する場合のほか、勧告を撤回すべき相当の事情があ  

ったとき  

 

なお、農業委員会は、勧告又は勧告の撤回に係る農地について、市町村税

務部局から現地確認への同行の要請及び地目認定に関する意見照会があった

場合には、適切に対応すること。  

 

２）  遊休農地の課税強化と機構へ貸付けた場合の軽減措置  
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＜遊休農地の課税が強化＞  

  農地法に基づき、農業委員会が、農地所有者に対して、農地中間管理機構

と協議すべきことを勧告した農業振興地域内の遊休農地を対象に固定資産

税の課税が強化される。  

  この協議の勧告が行われるのは、機構への貸付けの意向を表明せず、自ら

耕作を行わないなど、遊休農地を放置している場合に限定される。  

 

●課税強化の手法  

   固定資産税の通常の評価額は、売買価格×0.55（限界収益率）となってい

るところ、勧告の対象となった遊休農地については、 0.55を乗じないこと

となる（結果的に 1.8倍になる）。  

 

●実施時期  

   平成 29年度から実施。具体的には、毎年 1月 1日が固定資産税の賦課期日と

なっているので、初年度については、平成 29年 1月 1日時点で、協議勧告が

行われている場合に課税強化が行われることになった。  

 

＜農地中間管理機構へ貸付けた場合の課税の減税＞  

 平成 28 年度から実施。具体的には、所有する全農地（ 10a 未満の自作地を

残した全農地）をまとめて、機構に 10 年以上の期間で新たに貸付けた場合、

当該農地に係る固定資産税の課税標準を２分の１に軽減する。なお、平成 28

年以降（平成 28 年 4 月 1 日から固定資産税の賦課期日である平成 29 年 1 月 1

日まで）、機構に貸し付けた場合には、平成 29 年度に納付する固定資産税か

ら適用となる。  

●軽減期間  

 ① 15 年以上の期間で貸付けた場合には、５年間  

 ② 10 年以上の期間で貸付けた場合には、３年間  

 

 

（参考）勧告後の措置―都道府県知事による裁定 

① 勧告した後、2 ヶ月以内に協議が整わない場合、または協議が出来ない場合は、

農地中間管理機構は勧告から 6 ヶ月以内に都道府県知事に対して農地中間管理権

の設定について裁定を申請できる（農地法第 37 条）。 

② 申請を受けた都道府県知事は、その旨を公告するとともに、農地の所有者等に通

知し、2 週間を下らない期間を指定して、意見書を提出する機会を設けること

（法第 38 条） 

③ 意見書の内容等を考慮して、申請された農地が引き続き農業上の利用が図られな

いことが確実であると見込まれる場合において、農地中間管理事業を実施するこ

とが当該農地の農業上の利用の増進を図るために必要かつ適当であると認めると

きに、都道府県知事は「農地中間管理権を設定すべき」旨を裁定する（法第 39

条） 

④ 都道府県知事は、裁定について、農地中間管理機構と農地の所有者等に遅滞なく
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通知するとともに公告する（法第 40 条） 

 

３．所有者等が分からない場合の対応 

１） 所有者を確知できない場合の公示（農地法第 32 条第 3 項） 

利用状況調査を行った結果、次の①、②の調査をしても利用意向調査の対象と

なる農地の所有者等（所有者又は所有権以外の使用収益権者）が分からない場合

（共有農地の場合、過半の持分を有する者の所在が分からないときも含む）は、

農業委員会は「その農地の所有者等を確知できない旨」等を公示する［様式第

13 号の２]（p.34）。 

 

① 農地台帳および登記簿において所有者等とされる者が生存しているとみられ

る場合、住民基本台帳等との突合、集落・地域代表者等の関係者への聞き取

り等により、その者の居所を確認 

 

② 農地台帳および登記簿において所有者等とされる者が死亡している場合、そ

の者の戸籍謄本を収集し、その相続人（当該権利者の配偶者又は子に限る）

の居所について、住民基本台帳等との突合、集落・地域代表者等の関係者へ

の聞き取り等により確認 
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権利者の居所の把握権利者の生存
状況の確認

権利者の
特定

① 法務局の地図
（又は公図）を調
査

② 登記事項証明書

（又は登記簿）を
調査

③ 権利者の住所・
氏名を確認

下記情報と突
合し、権利者が
生存しているか
どうかを確認

① 住民基本台
帳上の情報

② 固定資産課
税台帳上の
情報

所
有
者
等
を
確
知
で
き
な
い
と
き
の
公
示

書面上
生存の
場合

書面上
死亡の
場合

下記により、権利者の居所を確認

① 住民基本台帳上の居所に連絡（書留郵便
物の郵送や電話）

② 固定資産税の納税者や自治会長等に対し、
権利者の転居先・連絡先を聴取

権利者の配
偶者又は子
の把握

権利者の戸籍
謄本を収集し、
その配偶者と
子が誰なのか
を特定

権利者の
居所が不
明と判断

過半の持
分を有する
者の居所
が不明と判
断

権利者の配偶者又は
子の居所の把握

下記情報により、権利者
の配偶者又は子の生存
状況又は居所を把握

① 住民基本台帳
② 固定資産課税台帳

③ 自治会長や近隣に居
住する親類に対し、
連絡先を聴取

 

 

２） 所有者等を確知できない場合の農地利用（農地法第 43 条第 1 項） 

１）の公示の日から 6 ヶ月以内に所有者等から申し出がないときは、農業委員

会は農地中間管理機構にその旨を通知する。（その後、農地中間管理機構は、通

知から４ヶ月以内に、都道府県知事に対し、当該農地の利用権の設定について裁

定を申請できる。） 

 

（参考）所有者が確知できない場合の利用権の設定－都道府県知事による裁定（農地

法第 43 条） 

① 前述 2 の１） （参考）の①と同様 

②     〃      ②と同様 

③      〃      ③の「農地中間管理権を設定するべき」を「利用権 

 を設定するべき」に読み替える 

④      〃       ④と同様 

 

公示を行う際の「確知できないとは」？（農地法の運用について第３・３（  

３）ア（ア）（イ））  

 

 農地台帳、登記簿、固定資産課税台帳で所有者等とされている者の居所につ

いて、住民基本台帳との突合、集落・地域代表者等の関係者への聞き取り等に

より確認をしても居場所がわからない場合には「確知できない」といえる。  

 また、所有者等が死亡している場合は、戸籍謄本などから相続人（配偶者と

子以外の親族等を調査する必要はない）が誰かを特定し、郵便や電話で連絡す

るほか、集落代表等への聴き取りなどしても、持ち分の過半の者の所在が分か

らない場合は「確知できない」といえる。  

 また、これに加えて平成 29年６月の農地法施行規則の改正により、①耕作

者のリタイア等に際し、他の権利者の所在が不明である農地として耕作者から

申出があった場合や②農地中間管理権の設定後、所有者等が不明となった農地
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についても耕作者不在となるおそれがある農地として、「所有者等を確知でき

ない旨」を公示できることになっている。  

 

３） 所有者等を確知できた場合（農地法第 32 条第 4、5 項） 

１）の公示により、所有者等が確知できた場合は、その者に対して利用意向調

査を行い、農地の利用意向を確認する（1 と同様の措置（p.7 参照）共有農地の

場合、過半の持分を有する者の所在が分かった場合、そのすべての者に利用意向

調査を行う）。 

 

４．その他の留意点 

１） 緊急の場合の措置命令（農地法第 44 条） 

遊休農地において支障の除去（病害虫の発生、土石の堆積等により周辺地域の

営農条件に著しい支障が生じる恐れのある場合）が必要な場合には、市町村長に

よる措置命令（草刈り、土石の排除等）を行い、命令に従わない場合は、市町村

長が自らその支障の除去を講じることができる。 

また、所有者等が不明の場合は、公告（一定の期間を定め必要な措置を講じる

旨、及び期限内に措置を講じないときは市町村長が措置を講じ、それに要した費

用を徴収すること）を行った上で、市町村長が自らその支障の除去を講じること

ができる。 

なお、代執行を行った際に要した費用については、どちらの場合においても農

林水産省令の定めるところにより、所有者等に負担させることができる。 

 

※「事務処理要領」様式例第 13 号の 18「措置命令書」（p.41）を参照 

 

２） 農地台帳、地図への反映、管理 

遊休農地対策の措置状況（経過）等を農地台帳へ速やかに記載すること。ま

た、遊休農地の位置を視覚的に把握するため、地図による管理にも努めること。 

 

３） 活動実績等の記録の徹底 

農地パトロールの実施をはじめ、遊休農地対策活動の実績等を農業委員や農地

利用最適化推進委員ごとに「農業委員会活動記録セット」（全国農業図書）の活

動記録簿に記録すること。 

また、一定期間ごとに農業委員会事務局で各農業委員や農地利用最適化推進委

員の活動記録簿の確認・とりまとめを実施すること。 

 

４） 農地・非農地判断（非農地通知） 
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平成 26 年度の農地法改正により、農業委員会は市町村からの依頼を受けるこ

となく、総会や部会にて農地・非農地判断ができるようになった。また、これま

では判断の前に所有者等への判断する旨の通知、現況確認が必要であったが、こ

れらの手続きも省略された。 

これにより、農業委員会は、利用状況調査および荒廃農地調査によりＢ分類

（赤）と判定した農地について、再度の現地確認を要することなく、総会に諮

り、農地・非農地判断を行う。 

非農地と判断された対象地については、所有者等はじめ都道府県、市町村、法

務局等の関係機関に非農地になった旨を通知する（非農地通知）。「非農地通知

書」を送付した土地については、「非農地通知一覧表」に管理することから、農

地台帳からは削除すること。 

一方、非農地と判断されなかった対象地は、農地として取扱い、利用意向調査

を実施する。 

（→機構への貸付意向に対して、借受基準に合致しない通知のあったもの、ま

たは、以前に機構の借受基準に合致しない通知のあったものは（ｐ.10 波線部分

参照）、速やかに農地・非農地の判断をする（運用通知第 4 (1)）となってい

る） 

 

（留意点） 

※1 農地・非農地の判断については、相続税・贈与税納税猶予、農業者年金、土地改

良賦課金等にも影響を及ぼすことから、総会等で判断を諮る前に、対象地に関す

る情報を確認しておくことが望ましい。 

※2 判断する対象地の所有者等へ事前連絡をした方が良いと考えられる場合は、従来

のように事前連絡を入れた後、判断をすることも検討する。 

事前連絡等を行い、所有者等から非農地扱いを認めない旨の連絡があった場合

は、農地として取扱い、利用意向調査を実施し、意向に合わせて利用調整を行

う。 

※3 現況の再確認の有無についても、利用状況調査時に一度確認するだけでは正確な

非農地判断が困難であると考えられる場合、従来のように複数名で現況確認を

行ってから判断することを検討する。 

 

※4 利用状況調査の結果、既に森林の様相を呈するなど農業上の利用の増進を図る

ことが見込まれない農地（B分類）があった場合には、原則として当該調査を行っ

た年内に、農業委員会の総会または部会の議決により、「農地」に該当しない旨

判断を行うこと。（「農地法の運用について」第 3 1（3）ウ） 

 

５） 納税猶予適用農地の適正な管理・指導 

平成 26 年度の農地法改正により、納税猶予期限の確定内容も変更されること

となった。 

平成 17 年 4 月 1 日以降に行われた贈与・相続に係る特例農地については、“

農地中間管理機構と協議する旨の勧告”がなされた時点で期限の確定が行われ

る。 

農地中間管理機構の事業実施地域外においては、農業委員会の利用意向調査 

後、①耕作の意思表明から 6 ヶ月過ぎても、農地の利用増進が図られない、②貸
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し付け・譲渡の意思表明から 6 か月過ぎても、利用権の設定等が行われない、③

農業上の利用を行わない意思表明、④利用意向調査から６ヶ月意思表明がない、

⑤農業上の利用の増進が図られないことが確実、のいずれかに該当する場合は、

その旨を税務署並びに適用者に通知する。 

納税猶予については、農業上の利用がされていること（耕作されていること）

が前提となっているため、納税猶予適用農地で遊休農地となっている場合は、期

限を確定させないためにも所有者等に早急に解消してもらう必要がある。そのた 

め、遊休化している納税猶予適用農地を確認した場合は、速やかに所有者等への

連絡、解消指導を行うこと。 

 

 

＊「農地法の運用について」（平成28年5月25日28経営第509号にて一部改正）抜

粋 

贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地については、協議の

勧告があった際に納税猶予の期限が確定することから、納税猶予制度の適正な運

用を確保するため、協議の勧告の対象とならない場合の(ア)～(ウ)に該当するも

の（p.10を参照）も含めて、上記の法第36条第１項各号のいずれかに該当する場

合には、必ず勧告を行うこと。 

 

 

６） 農林水産省による調査等への実績報告や成果の公表 

利用状況調査を含め、遊休農地対策の実施状況等は、下記の調査等において報

告すること。 

 

①   農地法に基づく遊休農地に関する措置の施行状況調査（農林水産省調査） 

②   農業委員会活動の点検・評価（農業委員会法等に関する法律施行規則第 15 条

に基づいて農業委員会が実施、農林水産省に報告） 

③  「機構集積支援事業」の実績報告 

④   農業委員会活動整理カード（農業委員会組織の取り組みとして全国農業会議

所が実施し、インターネットで公表）等 

 

７） 関係機関・団体との連携 

以上のような遊休農地措置を講じるまでもなく、遊休農地の発生を未然に防止

することこそ重要であり、農地法第 1 条(農地法の目的)、第 2 条の 2（農地につ

いて権利を有する者の責務）、第 30 条（利用状況調査）の趣旨・内容について

は、農地所有者等に十分な理解を得るよう戸別訪問、座談会等で説明するなど、

関係機関・団体との連携の下に推進すること。 

また、農業委員会が担う役割を効果的に発揮するため、荒廃農地調査における

一方の実施主体である市町村のほか、耕作放棄地再生利用緊急対策の実施主体で

ある地域耕作放棄地対策協議会等との連携を図ること。 

 

＜都道府県農業会議および全国農業会議所における遊休農地対策への取り組み＞ 

 

１．都道府県農業会議 
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１） 優良農地の確保に向けた申し合わせ決議の実施 

組織運動である「新・農地を活かし、担い手を応援する全国運動」の推進とと

もに、遊休農地の解消、違反転用防止など優良農地の確保、有効利用に向けた申

し合わせ決議を行うこと。 

 

２） 農業委員会の活動支援 

農地パトロール実施前に、集中的な巡回指導、研修会の開催等により農業委員

会に対し遊休農地対策に関する指導・支援に努めること。また、農地中間管理機

構等に通知された農地について、円滑に貸付けが行われるよう、必要な支援を行

う。 

 

３） 実施状況の点検 

管内農業委員会における農地パトロール（利用状況調査）の実施状況について

適宜点検を行い、今後の遊休農地の解消活動等に反映させること。その際、取り

組み状況のとりまとめも行うよう努めること。 

 

４） PR 活動の実施 

農地パトロール出陣式を企画するなど、遊休農地対策活動の対外的なＰＲを行

う。その際には、一般マスコミ、農業会議情報、各種関連チラシ等を活用する。 

併せて、農業委員会に対しては、「農地パトロール４点セット（マグネット

板、農業委員会腕章、農業委員会キャップ 、「農地パトロール実施中」ゼッケ

ン）」、「農業委員会活動記録セット」や関連するリーフレット（全国農業図書

による発刊）の積極的な活用の促進を呼びかけること。 

 

２．全国農業会議所 

１） 啓発宣伝活動の実施 

① 全国農業新聞にて遊休農地対策の特集ページを組むなど、効果的な活動の周知に

努める。 

② 全国農業図書と連携し、「農地パトロール４点セット（マグネット板、農業委員

会腕章、農業委員会キャップ、ゼッケン） 」、「農業委員会活動記録セット」

や関連リーフレット等を作成・有償配布する。 

 

２） 活動支援・協力、情報提供 

市町村農業委員会、都道府県農業会議の活動に対し、情報提供を含む支援・協

力を行う。 

Ⅴ 農地の違反転用対策 

 

違反転用については、「事務処理要領」に基づき、農業委員会が無断転用事案を

知ったときは、都道府県知事に報告することとされているが、総務省の「農地の保全

及び有効利用に関する行政評価・監視結果」においては、違反転用に対する処分が不

十分とされ、都道府県知事への報告の徹底が求められている。 

  

 

このため、以下による違反転用防止対策の推進を図ること。 
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１．違反転用事案の把握および都道府県知事等への報告 

農業委員会は、「事務処理要領」第 4 の 6 の（1）に基づき、転用許可を得ずに無

断で転用されたものや許可時に付した条件に違反しているもの（違反転用事案）を

知ったときは、速やかにその事情を調査し、遅滞なく都道府県知事に報告書を提出す

る。 

 

２．営農型発電設備についての農地転用許可 

 「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の

取り扱いについて」 （平成 25 年 3 月 31 日 24 農振第 2657 号農村振興局長通知）に

より、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電

設備を設置する場合には、当該支柱について、農地法第 4 条第 1 項又は第 5 条第 1 項

の許可が必要とされた。 

農業委員会では、利用状況調査の際、営農型発電設備に係る農地について定期的に

農作物の生育状況等を確認し、営農の適切な継続が確保されていない場合には、必要

な指導助言を行うとともに、許可権者に報告する。 

 

３．違反転用防止対策 

１） 啓発活動の実施 

住民への注意喚起のためのチラシの作成・配布、広報車による呼びかけなど効

果ある啓発活動を強化すること。 

２） 農地法の適正・適切な運用 

農地転用の申請に際しては、計画の内容・実現性等について転用許可基準によ

り適確な審査を行うなど、通知・ガイドライン等に従った対応すること。 

また、関係機関と連携し、許可後の経営の状況、工事の進捗状況の把握に努

め、必要に応じて是正指導を行うなど、許可事項を遵守させること。 

 

３） 関係機関・団体との日常的な連絡調整と情報共有 

産業廃棄物の不法投棄等を発見した場合は、保健所、環境対策関係課、都道府

県等との連絡調整、情報共有に努めること。（「運用通知」第２の７（1）を参

照） 

また、納税猶予適用農地に違反転用が発覚した場合には、農業委員会は直ちに

所轄税務署等に連絡するとともに、すぐに是正が見込まれない場合は、遅滞な

く、租税特別措置法に基づく通知を行うこと。 

 

 

４） 監視・通報の仕組みづくりに向けた地域住民への呼びかけ 

農地転用の許可申請の受付をはじめ、農地の違反転用や不法投棄に関する問い

合わせ、相談は農業委員会が行っていることを広く住民に啓発・普及すること。 

さらに、違反転用防止に向けて地域住民への啓発を図るため、農家や農地転用

関係事業者等へのリーフレットの配布、市町村・農業委員会の窓口への備え付け

をはじめ、役場、公民館、集会所等の出入口等へのポスター掲示の取り組みを積

極的に行うこと。（「運用通知」第２の７（1）イ（ア）を参照） 
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＜参考＞ 

「運用通知」：平成 21 年 12 月 11 日 21 経営第 4530 号農振 1598 号農林水産省経営局長農村

振興局長連名通知「『農地法の運用について』の制定について」（平成 28 年 5 月 25 日 28

経営第 509 号にて一部改訂） 

 

「事務処理要領」：平成 21 年 12 月 11 日 21 経営第 4608 号農振 1599 号農林水産省経営局長

農村振興局長連名通知「農地法関係事務処理要領の制定について」（平成 28 年 5 月 25 日

28 経営第 509 号にて一部改訂）  
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通知(意思表明あり)

農地利用集積円滑化団体農地中間管理機構

・耕作、貸付等、意向どおり

利用しない者

・利用の意思がない者、利用の

意思表明しない者 36条

機構との協議を勧告

通知

農地中間管理事業の

利用意思の表明 35条1項

通知(意思表明あり)

所有者等へ
協議を申入れ

35条2項

機構の事業規程
の基準に不適合
の場合

・農業委員会
・所有者等へ
通知 35条2項
→ ③等へ

知事

・意見書提出の機会提供 38条1項
・中間管理権設定の裁定 39条1項
・公告（機構と所有者等へ通知）

↓ 40条1項
中間管理権の設定契約締結みなし

40条2項

中間管理権設定の
裁定申請 37条

・自ら耕作、権利

設定

耕作者不在、あるいは
不在となることが確実 33条

利用意向調査 32条

32条1項1号・2号遊休農地のほか、遊休農地予備軍も

・農協等からの申出

31条

・所有者等、持分の過半を

有する者が確知できないとき

公示 32条3項

農地所有者代理事業の

利用の意思表明 35条3項＝

協議の申入れ 35条4項

農地法における遊休農地対策の流れ
（一社）全国農業会議所

32条3項・33条2項の公示をし、所有者等が不明、あるいは共有の場
合で持分の過半を有する者から申出がないとき 43条1項

農地中間管理機構

通知（32条1項2号の農地を除く → ③へ）

知事

利用権の設定を裁定申請 43条1項

・意見書提出の機会提供 43条2項（38条準用）
・利用権設定の裁定 43条2項（39条準用）
・公告（機構と、不明でない所有者等へ通知）

↓ 43条3項
機構は利用権を取得 43条4項

・所有者等、持分の過半を有する者

が確知できないとき

公示 33条2項(32条2～5項を準用)

①

《遊休農地》

《遊休農地予備軍》

実施地域は
農振地域のみ

実施地域は
農振地域に限定せず
（市街化区域は原則除く）

農地中間管理事業実施地域

⑤

円滑化事業実施地域

利用状況調査 30条

・あっせんその他

利用関係の調整
34条

③

④

②農地中間管理機構への情

報提供 「農地法の運用」
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【参考例１】 

 

 

○○市（区町村）農地利用状況調査員設置要綱 

 

○○年○○月○○日 

○○農業委員会 

 

 

（目的） 

第１条 ○○市（区町村）農業委員会（以下「委員会」という。）は、優良農地の確

保と有効利用に向けた遊休農地の発生防止と解消、意欲ある多様な農業者への農地

集積の推進を図る観点から、農地法第 30 条の規定に基づく利用状況調査の実施に

あたり、委員会に○○市（区町村）農地利用状況調査員（以下「調査員」とい

う。）を置く。 

 

（職務） 

第２条 調査員は、第１条の目的を達成するため次の業務を行う。 

（１）毎年１回、担当する地区の農地の利用状況について確認すること。 

（２）必要に応じて、農業委員会会長（以下「会長」という。）の指示のもと、担当

する地区の農地の利用状況について確認すること。 

（３）確認・把握した遊休農地、農地の違反転用等について、速やかに農業委員会に

報告すること。 

（４）その他「利用状況調査実施要領」に基づき、会長が必要と認めた業務。 

 

（資格） 

第３条 調査員の資格は次の通りとする。 

  広く農業に関心を持ち、地域の農地事情に通じている者。 

 

（調査員の数） 

第４条 調査員は、○○人とし、地区担当の調査員数は別表の通りとする。 

 

（委嘱） 

第５条 調査は、地区を担当する農地利用最適化推進委員または農業委員から推薦さ

れた者のうちから、地域別、その他を勘案し、会長が委嘱する。 

 

（身分証明書の携帯） 

第６条 農業委員会は、会長が委嘱した調査員の身分証明書を発行し、調査員が職務

を遂行する際、常に携帯させるものとする。（別添参照） 
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（任期） 

第７条 調査員の任期は、委嘱のあった日から委嘱のあった日の属する年度の末日ま

でとする。ただし、再任は妨げない。 

 

２ 調査員を解嘱した場合は、速やかに後任の調査員を委嘱する。ただし、その任期

は、前任者の残任期間とする。 

 

 

 

（解嘱） 

第８条 会長は、調査員が次の各号のーに該当することになった場合は解嘱すること

ができる。 

（１）第３条に掲げる資格を失ったとき。 

（２）辞退の申し出があったとき。 

（３）その他会長が解嘱する必要があると認めたとき。 

 

（会議） 

第９条 会長は、必要に応じて調査員会議（報告・検討会等）を開催することができ

る。 

 

（手当） 

第１０条 調査員には、手当を支給する。 

２ 手当は、日額○○○○円とし、毎月一括して支払う。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

 

 

附 則 

  

この要綱は、平成○○年○月○日から施行する。 

 

〔別表（第４条関係）〕 

 

  地区名 

 

 調査数 

 

  地区名 

 

  調査数 

 

  ○○地区 

 

  ○人 

 

  ○○地区 

 

   ○人 

  ○○地区   ○人   ○○地区    ○人 

  ○○地区   ○人   ○○地区    ○人 

  ○○地区   ○人    合 計    ○○人 

  

＊調査数の欄には、農業委員および農地利用最適化推進委員の内訳も記入す

る。
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（別添） 

身 分 証 明 書  

                        

下記の者は、農地法第 30 条に基づく農地利用状況調査員で   

 

 

 

 

（上半身写真） 

 

 

 

 

 

あることを証明する。 

 

（農業委員会法第35条第２項に定める立入調査時の身分証明） 

 

氏  名：                           

 

生年月日：    年  月  日              

 

住  所：                         

 

発行者：    （所属農業委員会名）             印    

 

発行年月日：    年  月  日                  

            

            

（用紙の大きさ:日本工業規格 B8 64mmx91mm） 
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【参考例２】 

 

○○市（区町村）農地パトロール（利用状況調査）実施要領 

 

 

○○年○○月○○日 

○○農業委員会 

 

 

（趣旨） 

第１条 農業委員会は農地の公的管理主体として、食料の生産基盤である優良農地 

の確保と有効利用の促進を図っていくことが求められている。 

このため、農地パトロールを実施し、①遊休農地の実態把握と発生防止・解消、

②農地の違反転用発生防止対策－等について重点的に取り組む。 

なお、農地パトロールによる農地の利用状況の確認については、農地法第 30 条

の利用状況調査として行うこととする（以下、利用状況調査と併せて実施する農地

パトロールを「農地パトロール（利用状況調査）」という）。 

 

（農地パトロールの実施時期） 

第２条 毎年８月頃を農地パトロール（利用状況調査）の実施時期として設定する。 

 

（実施の対象及び内容） 

第３条 農地パトロール（利用状況調査）は全ての農地を対象に、農業委員、農地

利用最適化推進委員、農業委員会事務局、農業委員会協力員や地域農業に精通し

た者、農業団体等の協力を得て実施する。また、本調査は、荒廃農地調査も兼ね

ていることから、市町村職員や農業団体等とも協力して実施する。 

なお、実施にあたっては、次の事項を主体的に行う。 

（１）遊休農地および遊休農地のおそれのある農地の把握（荒廃農地調査を含む） 

（２）農地法の許可（届出）案件の履行状況の確認 

（３）農業経営基盤強化促進法による利用権設定等農地の履行状況の確認 

（４）農地の違反転用の早期発見 

（５）相続税又は贈与税の納税猶予制度の適用を受けている農地（以下、納税猶

予適用農地という）の利用状況の確認 

（６）仮登記農地の利用状況の確認 

（７）営農型発電設備（太陽光パネル等）の設置に係る農地についての適切な営

農状況の確認 

（８）農業者年金制度にかかる特定処分対象農地の利用状況の確認 

 

（趣旨の徹底） 

第４条 農地パトロール（利用状況調査）の実施にあたっては、参加者を集めた

「農地パトロール（利用状況調査）推進会議」を開催し、趣旨や実施方法等につ

いての意思統一を図って実施する。 
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（事前準備） 

第５条 農地パトロール（利用状況調査）を実施する際には、区域を区切って地区

担当の農地利用最適化推進委員または農業委員を定める。また、農地等の図面に

ついては農業委員会事務局であらかじめ準備する。 

 

（調査結果の整理等） 

第６条 農地パトロール（利用状況調査）終了後は、参加者による報告・検討会を

開催し、現状と課題を整理するとともに、事後手続きの対応について協議する。 

（１）遊休農地については、農地法第 32 条以下に基づく①農地所有者等への利

用意向調査の実施、②（農地中間管理事業を利用する意思がある者につい

て）農地中間管理機構への通知、③農地中間管理権の取得に関する協議の勧

告等の措置を進めるとともに、これらの結果（経過）を農地台帳に記載す

る。 

（２）違反転用農地については､ 「農地法関係事務処理要領の制定について」に

基づく指導を行う。 

（３）納税猶予適用農地については、違反転用の事実を発見した場合及び農地法

第 36 条の規定により農地中間管理権の取得に関する協議の勧告をした場合

は、遅滞なく、当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知する。 

（４）農地に復元して利用することが不可能な土地と判断され、かつ、農業委員

会総会の議決により「農地に該当しない土地」と判断し、「非農地通知書」

を送付した土地については、「非農地通知一覧表」に管理し、農地台帳から

は削除する。 

 

（広報） 

第７条 事前に農地パトロール（利用状況調査）を実施する旨を地元新聞社やテレ

ビ局等のマスコミへ周知にする。また、農業委員会だよりや広報誌等でも周知

し、対外的な PR に努める。 

 

（連絡・調整） 

第８条 農地パトロール（利用状況調査）の実施にあたっては、○○県農業会議及 

び○○県庁との緊密な連携、調整を図る。 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

 

 附 則 

 この要領は、平成○○年○月○日から施行する。 
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【参考例３】 

 

○○市（区町村）遊休農地等の利用意向調査等の手続き規定 

 

○○年○○月○○日 

○○農業委員会 

 

１ 調査方針 

農地の遊休化は、限られた資源である農地の活用、近隣の農地利用への影響等の

点から好ましくなく、今後の農業振興を図るうえからも、その解消を図ることが重

要である。そこで、農業委員会では、遊休農地の農業上の利用の増進を図るため、

農地法第 32 条による利用意向調査の手続き規定を次のとおり定める。 

 

２ 調査対象 

農地パトロール（農地法第 30 条第１項に基づく利用状況調査）により農地の利

用状況等についての調査を行い、遊休農地および遊休化のおそれがある農地がある

ときは、その農地の所有者等（所有者又は所有権以外の使用収益権者、共有農地の

過半の持分を有する所有者等が分かる場合はその所有者等すべての者）に対し調査

を行う。 

 

 

遊休農地： 

○過去１年以上にわたり農作物の作付けが行われておらず、かつ、今後も農地所有者等によ

る農地の維持管理（草刈り、耕起等）や農作物の栽培が行われる見込みがない農地 

 

○農作物の栽培は行われているが、周辺の同種の農地において通常行われる栽培方法と認め

られる利用の様態と比較して、その程度が著しく劣っている農地 

 

遊休化のおそれがある農地： 

次のいずれかに該当するもの 

ア．その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが死亡したもの 

イ．その農地の所有者等で耕作の事業に従事するものが遠隔地に転居したもの 

ウ．農地法第39条第1項の規定による裁定により設定された農地中間管理権の残存期聞が１

年以下であるもの 

エ．農地法第43条第2項の規定による裁定により設定された利用権の残存期間が1年以下で

あるもの 
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３ 調査方法 

調査は、調査様式の送付または対面聞き取りにより行う。 

 

４ 調査内容 

  農地の利用意向について、以下のア～オを確認する。 

 

ア．農地中間管理事業を利用する 

  （※農業振興区域内の農地についてのみ選択可） 

イ．農地利用集積円滑化団体が行う農地所有者代理事業を利用する 

  （※市街化区域を除いて選択可。また、農地所有者のみ選択可） 

ウ．自ら所有権の移転又は賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定 

  若しくは移転を行う 

エ．自ら耕作する 

オ．その他 

 

５ 利用意向調査の結果に基づく利用関係の調整 

農業委員会は、利用意向調査により確認した農地所有者等の意向を勘案しつつ、

農地の農業上の利用の増進が図られるよう、以下の通り、農地の利用調整、あっせ

ん等を行う。 

 

①農地中間管理機構に通知 

利用意向調査により、農地所有者等から農地中間管理事業の利用の希望が出され

た場合、農業委員会はその旨を当該機構に通知する。 

 

②農地利用集積円滑化団体に通知 

利用意向調査により、農地所有者等から農地利用集積円滑化団体が行う農地所有

者代理事業の利用（白紙委任）の希望が出された場合、農業委員会はその旨を当該

円滑化団体に通知する。 

 

③あっせん等その他利用関係の調整 

利用意向調査により自ら所有権移転や賃借権等の設定等を行う意思がある者の農

地、また、機構が受け入れなかった農地は、農業委員会ほか関係する機関で連携

し、あっせん事業等を活用しながら、地域の農業者、集落法人、企業参入者等への

貸付を促す。 

 

６ 調査内容の記録と報告・公表 

利用意向調査を行ったときは、その方法が書面か口頭かに関わらず、その都度、

経過が分かるよう農地台帳に記録する。併せて、下記の調査等においても報告する

こと。 
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①   農地法に基づく遊休農地に関する措置の施行状況調査（農林水産省調査） 

②   農業委員会活動の点検・評価（「農業委員会事務の実施状況等の公表につい 

て」（平成 28 年 3 月 4 日付 27 経営第 2933 号）農業委員会が実施、農林水

産省に報告） 

③  「機構集積支援事業」等の実績報告 

④   農業委員会活動整理カード（農業委員会組織の取り組みとして全国農業会

議所が実施し、インターネットで公表）等 

 

７ 農地中間管理権の取得に関する協議の勧告 

次のア～エに該当する場合は、農業委員会は農地所有者等に対して「農地中間

管理機構による農地中間管理権の取得に関し、同機構と協議すべきこと」を勧告

する。 

なお、勧告を行ったときは、農業委員会はその旨を農地中間管理機構に通知す

る。 

 

ア．自ら耕作する意思を表明した場合において、その表明のあった日から起算し

て６ヶ月を経過した自においても、その農業上の利用の増進が図られていな

いとき 

 

イ．自ら所有権の移転・賃貸借の設定を行う意思を表明した場合において、その

表明のあった日から起算して６ヶ月を経過した日においても、これらの権利

の設定又は移転が行われていないとき 

 

ウ．農業上の利用を行う意思がないとき 

 

エ．「利用意向調査書」の発出日から起算して 6 ヶ月を経過した日においても意

思の表明がないとき 

 

８ 所有者等が分からない場合の対応 

（１）所有者が確知できない場合の公示 

利用状況調査を行った結果、次のア、イの調査をしても利用意向調査の対象

となる農地の所有者等（所有者又は所有権以外の使用収益権者）が分からない

場合（共有農地の場合、過半の持分を有する者の所在が分からないときも含

む）は、農業委員会は「その農地の所有者等を確知できない旨」等を公示す

る。 

 

ア．農地台帳および登記簿において所有者等とされる者が生存しているとみ

られる場合、住民基本台帳等との突合、集落・地域代表者等の関係者へ

の聞き取り等により、その者の居所を確認 

 

イ．農地台帳および登記簿において所有者等とされる者が死亡している場

合、その者の戸籍謄本を収集し、その相続人（当該権利者の配偶者又は

子に限る）の居所について、住民基本台帳等との突合、集落・地域代表
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者等の関係者への聞き取り等により確認 

（２）所有者が確知できない場合の農地利用 

公示の日から６ヶ月以内に所有者等から申し出がないときは、農業委員会は

農地中間管理機構にその旨を通知する。（その後、農地中間管理機構は、通知

から４ヶ月以内に、都道府県知事に対し、当該農地の利用権の設定について裁

定を申請できる。） 
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様式例第13号の１ 

利用意向調査書 

 

平成  年  月  日 

 住所 

 

 氏名         殿 

 

農業委員会会長 印 

 

 下記農地は、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供さ

れないと見込まれる（その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用

の程度に比し著しく劣っていると認められる）ことから、農地法第 32 条第１項の規

定に基づく利用意向調査を行いますので、別添の「農地における利用の意向につい

て」に必要事項を記入の上、○月○日(注)までに同封の返送用封筒にて返送してくだ

さい。 
 
    (注)１月末までの範囲で設定すること。 
 

記 

 

１ 農地の所在等 

 

所在・地番 

 

地目 

 

面積（㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 利用状況 

 (1) 調査年月日 

 

 (2) 利用状況 

 

３ 留意事項 

  以下のいずれかに該当する場合には、農地法第 36 条の規定に基づき農地中間管

理機構と協議すべき旨を勧告しますので、留意願います。 

  なお、当該勧告にも応じなかった場合には、都道府県知事の裁定により、当該農

地に農地中間管理機構の利用権が設定される可能性があります。また、勧告が行わ

れると、当該勧告の対象となった農地の固定資産税及び都市計画税の評価額が引き

上げられ、固定資産税額及び都市計画税額が増えることとなります。 

 (1) 自ら耕作する意思を表明した場合において、その表明のあった日から起算して

６ヵ月を経過した日においても、その農業上の利用の増進が図られていないと
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き。 

 (2) 自ら所有権の移転・賃貸借の設定を行う意思を表明した場合において、その表

明のあった日から起算して６ヵ月を経過した日においても、これらの権利の設定

又は移転が行われていないとき。 

 (3) 農業上の利用を行う意思がないとき。 

 (4) 本通知発出日から起算して６ヵ月を経過した日においても意思の表明がないと

き。 

    なお、上記に該当する場合でも、その農地が農業振興地域外である場合や、正

当の事由があるとき（農地中間管理機構から、その農地が農地中間管理事業規程

において定められた基準に適合しない旨の通知があった場合等）は、この限りで

はありません。 

 

（記載要領） 

 １ 通知の相手方が複数いる場合は、あて名は連名にした上でそれぞれに通知する

こと。 

 ２ 法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代

表者の氏名をそれぞれ記載する。 

 

（備考） 

 １ 必要に応じて、農地中間管理事業の概要等を別途記載することができます。 

 ２ 農地の所在等欄は、必要に応じ、行を加除することができます。 
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農地における利用の意向について 

 

平成  年  月  日 

住所 

氏名        印 

電話番号 

 

 

 下記の農地について以下のとおり利用します。 

 なお、本日から６月を経過する日までに農業上の利用の増進が図られない場合に

は、農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第 39 条第１項の規定による都道府県知事の裁

定により、賃借権等の設定が行われる場合があることについて承知いたします。 

 

 

記 

  農地の所在等と利用の意向 

 

所在・地番 

 

 

 

地目 

 

 

 

面積（㎡） 

 

 

 

利用の意向（以下の選択肢の

番号（⑤の場合は、意向の具

体的内容）を記入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農地の利用の意向の選択肢】 

① 当該農地について、農地中間管理機構（機構名：○○）が行う農地中間管理

事業を利用します。（注１） 

② 当該農地について、農地利用集積円滑化団体（団体名：○○）が行う農地所

有者代理事業を利用します。（注２） 

③ 当該農地について、自ら所有権の移転又は賃借権その他の使用収益を目的と

する権利の設定若しくは移転を行います。 

④ 自ら耕作します。 

⑤ その他 

    (注１)農業振興地域内の農地についてのみ選択可能。また、農地の所有者のみ選択可能。 

    (注２)市街化区域外の農地についてのみ選択可能。また、農地の所有者のみ選択可能。 

 

 

（記載要領） 

 １ 届出者の氏名（法人にあっては、その代表者の氏名）を自署する場合において

は、押印を省略することができます。 

 ２ 届出者が法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名
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称及び代表者の氏名をそれぞれ記載して下さい。 

 

（備考） 

 １ 必要に応じて、農地中間管理事業の概要等を別途記載することができます。 

 ２ 農地の所在等と利用の意向欄は、必要に応じ、行を加除することができます。 
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様式例第 13 号の２ 

公示 

 

  下記農地は農地法第 32 条第１項第○号に該当する農地であるので、同条第３項の

規定に基づき公示する。 

 

平成  年  月  日 

農業委員会会長 印 

記 

１ 農地の所在等 

 

所在・地番 

 

 

 

地目 

 

 

 

面積(㎡) 

 

 

 

農地に関する 

権利の種類 

 

 

農地法第32 

条第１項の 

該当号 

 

農地の所有 

者等の情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  農地法第 32 条第１項第１号及び第２号 

   第１号 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供

されないと見込まれる農地 

   第２号 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程

度に比し著しく劣つていると認められる農地 

 

２ この公示は、農地法第 32 条に基づく利用意向調査を受けるべき農地の所有者又は

当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者（以下「所有者

等」という。）を確知できないことから行うものである。 

 

３ 上記の農地の所有者等は、この公示の日から起算して 6 か月以内に、次に掲げる

事項を記載した申出書に当該農地についての権限を証する書類を添えて農業委員会

に提出するものとする。 

 (1) 申出を行う者の氏名・住所（法人にあっては、その名称・主たる事務所の所

在地・代表者の氏名） 

 (2) 当該農地の所在、地番、地目、面積 

 

４ また、この公示があった日から起算して 6 か月以内に所有者等から申出がなかっ

た場合には、農地法第 43 条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該

公示に係る農地について都道府県知事の裁定により利用権の設定が行われることが

ある。 

 

（記載要領） 

１ 記の１の「農地法第 32 条第１項の該当号」欄には、当該農地が農地法第 32

条第１項各号のいずれに該当するかを記載する。 

２ 記の１の「農地の所有者等の情報」欄には、調査等で知り得た情報をできる

限り記載する。 
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様式例第 13 号の３ 

公示した旨の通知 

 

平成  年  月  日   

 

 住所 

 氏名            殿 

 

農業委員会会長 印   

 

 下記農地は、○年○月○日付けで行った利用状況調査の結果、現に耕作の目的に供

されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる（その農業上の

利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認

められる）ものと判断がなされました。 

 しかしながら、当該農地の所有権又は所有権以外の権限について二分のーを超える

持ち分を有する者を確知できなかったため、別添のとおり公示しましたのでその旨通

知します。 

 

記   

 

１ 農地の所在等 

 

所在・地番 

 

 

 

地目 

 

 

 

面積(㎡) 

 

農地に関する 

権利の種類 

 

 

農地法第32 

条第１項の 

該当号 

 

農地の所有 

者等の情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農地法第 32 条第１項第１号及び第２号 

第１号 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供

されないと見込まれる農地 

第２号 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程

度に比し著しく劣つていると認められる農地 

 

２ この公示があった日から起算して６か月以内にその農地又はその農地につい

て、申出がなかった場合には、農地法第 43 条に基づき、農地中間管理機構にその

旨を通知し、当該公示に係る農地について都道府県知事の裁定により利用権の設

定が行われることがありますので、申し添えます。 

 

（記載要領） 

１ 記の１の「農地法第 32 条第１項の該当号」欄には、当該農地が農地法第 32

条第１項各号のいずれに該当するかを記載する。 

２ 記の１の「農地の所有者等の情報」欄には、調査等で知り得た情報をできる限り

記載する。 

３ 公示の写しを添付する。 
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様式例第 13 号の４ 

農地法第 32 条第３項に基づく申出書 

 

平成  年  月  日 

 

     農業委員会会長 殿 

 

住所：         

氏名：       印 

 

農地法第 32 条第３項の規定に基づき、下記農地の所有者等であることを申し出ま

す。 

 

記 

１ 農地の所在等 

 

所在・地番 

 

地目 

 

面積（㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有権に関する事 

項 

 

 

所有者の氏名 

 

 

 

所有権以外の権利 

に関する事項 

 

 

権利の種類 

 

内容 

 

権利を有する者の氏

名 

 

 

 

 

 

 

２ 権限を証する書類（別添） 

（1） 

（2） 

（3） 

 

（記載要領） 

１ 届出者の氏名（法人にあってはその代表者の氏名）の記載を自署する場合におい

ては、押印を省略することができます。 

２ 届出者が法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称

及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。 

３ 「所有権に関する事項」については、所有者が法人である場合においては、法人

の名称及び代表者の氏名を記載してください。 

４ 「所有権以外の権利に関する事項」については、届出者に所有権以外の権原が設

定されている場合に記載してください。「内容」欄には、権利（賃借権等）の存続

期間、借賃等を記載してください。法人である場合は、「権利を有する者の氏名」

欄には、法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。 
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様式例第 13 号の５ 

農地法第 35 条第 1 項に基づく通知 

 

平成  年  月  日 

主たる事務所の所在地 

 

農地中間管理機構の名称及び代表者氏名 殿 

 

農業委員会会長 印 

 

農地法第 35 条第１項の規定に基づき、下記農地の所有者等から農地中間管理事業を 

利用する意思がある旨の表明があったので通知します。 

 

記 

１ 農地の所在等 

 

所在・地番 

 

地目 

 

面積（㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有権に関する事

項 

 

 

 

所有者の氏名 

 

 

 

所有権以外の権利

に 

関する事項 

 

 

 

権利の種類 

 

内容 

 

権利を有する者の氏

名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 所有者等の連絡先 

  住所: 

  電話番号: 

 

（記載要領） 

１ 「所有権に関する事項」については、所有者が法人である場合においては、法

人の名称及び代表者の氏名を記載する。 

２ 「所有権以外の権利に関する事項」については、所有権以外の権原が設定され

ている場合に記載する。「内容」欄には、権利（賃借権等）の存続期間、借賃等

を記載する。法人である場合は、「権利を有する者の氏名」欄には、法人の名称

及び代表者の氏名を記載する。 
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様式例第 13 号の６ 

農地法第 35 条第３項に基づく通知 

 

平成  年  月  日  

主たる事務所の所在地 

 

農地利用集積円滑化団体代表者名 殿 

 

農業委員会会長 印  

  

 農地法第 35 条第３項の規定に基づき、下記農地の所有者等から農地所有者代理事

業を利用する意思がある旨の表明があったので通知します。 

記 

1 農地の所在等 

 

所在・地番 

 

地目 

 

面積（㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有権に関する事

項 

 

 

 

所有者の氏名 

 

 

 

所有権以外の権利

に 

関する事項 

 

 

 

 

権利の種類 

 

内容 

 

権利を有する者の氏

名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 所有者等の連絡先 

  住所: 

  電話番号: 

 

 

（記載要領） 

１ 「所有権に関する事項」については、所有者が法人である場合においては、法人

の名称及び代表者の氏名を記載する。 

２ 「所有権以外の権利に関する事項」については、所有権以外の権原が設定されて

いる場合に記載する。「内容」欄には、権利（賃借権等）の存続期間、借賃等を記

載する。法人である場合は、「権利を有する者の氏名」欄には、法人の名称及び代

表者の氏名を記載する。 
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様式例第 13 号の７ 

勧告書 

平成  年  月  日  

住所 

氏名         殿 

 

農業委員会会長 印  

 

  

 農地法第 36 条第１項の規定に基づき、下記の農地について、農地中間管理機構に

よる農地中間管理権の取得に関し、同機構と協議すべきことを勧告します。 

 

記 

 

１ 農地の所在等 

 

所在・地番 

 

 

地目 

 

 

面積（㎡） 

 

 

  農地に関する 

  権利の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 勧告の理由 

  ○○のため、農地法第 36 条第１項第○号に該当します。 

 

３ 農地中間管理機構の連絡先 

  農地中間管理機構名: 

         住所： 

       電話番号： 

 

（留意事項） 

 勧告があった日から起算して２ヶ月以内に農地中間管理機構との協議が整わず、又

は協議を行うことができないときは、農地中間管理機構が都道府県知事に対し、上記

農地について農地中間管理権の設定に関し、裁定を申請することがあることを申し添

えます。 

 

 

（記載要領） 

 法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者

の氏名をそれぞれ記載する。 
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様式例第 13 号の８ 

 

農地法第 36 条第１項に基づく勧告を行った旨の通知書 

 

平成  年  月  日  

主たる事務所の所在地 

 

農地中間管理機構の名称及び代表者氏名 殿   

 （農地の所有者氏名 殿） 

 

農業委員会会長 印  

  

 下記農地の所有権等に対して、農地法第 36 条第 1 項の規定に基づき勧告したの

で、同条第２項に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 農地の所在等 

 

所在・地番 

 

 

地目 

 

 

面積（㎡） 

 

 

所有者等の住所・氏名

・電 

話番号   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 農地中間管理機構は、上記農地の所有者等に連絡してください。 

 

３ その他参考となるべき事項 

 

 

（記載要領） 

 １ 記の１の農地の所有者等が法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地

を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名をそれぞれ記載する。 

 ２ 農地の所有者あてに通知する場合は、記の２を削る。 

 ３ 記の３の「その他参考となるべき事項」 には、勧告書の内容、土地の状況を

記載する（必要に応じて図面、写真等を添付）。 
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様式例第 13 号の 14 

農地法第 43 条第１項に基づく通知 

 

平成  年  月  日 

主たる事務所の所在地 

 

農地中間管理機構の名称及び代表者氏名 殿 

 

農業委員会会長 印 

 

農地法第 32 条第３項の規定に基づき公示した下記農地について、所有者等からの申 

出がなかったので、同法第 43 条第１項に基づき通知します。 

 

記 

 

農地の所在等 

 

所在・地番 

 

 

 

地目 

 

 

 

面積（㎡

） 

 

 

 

農地に関す

る 

権利の種類

  

 

 

農地法第32 

条第１項の 

該当号   

 

農地の所有 

者等の情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地法第 32 条第１項第１号及び第２号 

 第１号 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されな

いと見込まれる農地 

 第２号 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比

し著しく劣っていると認められる農地 

 

（記載要領） 

 １ 「農地法第 32 条第１項の該当号」欄には、当該農地が農地法第 32 条第１項各

号のいずれに該当するかを記載する。 

 ２ 「農地の所有者等の情報」欄には、調査等で知り得た情報をできる限り記載す

る。 

 ３ 公示の写しを添付する。 
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様式例第 13 号の 18 

措置命令書 

番         号  

平成  年  月  日  

住所 

 

氏名           殿 

 

市町村長 印  

 

 下記の農地は、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供

されないと見込まれる（その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利

用の程度に比し著しく劣っていると認められる）農地であり、周辺の地域における営

農条件に著しい支障が生じているため（又は生じるおそれがあるため）、農地法第

44 条第 1 項の規定に基づき支障の除去等の措置を講ずることを命じます。 

 

記 

 

1 農地の所在等 

 

所在・地番 

 

 

地目 

 

 

面積（㎡） 

 

 

 農地に関する 

 権利の種類 

 

    備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 講ずべき支障の除去等の措置の内容 

 

３ 命令の履行期限 

  年  月  日 

 

４ 命令を行う理由 

 

 

（留意事項） 

 １ 命令の履行期限までに支障の除去等の措置を講じないとき、講じても十分でな

いとき又は講ずる見込みがないときは、当職において支障の除去等の措置の全部

又は一部を講じ、当該措置に要した費用を徴収する場合があります。 

２ 本命令に違反した者は、30 万円以下の罰金に処されます（農地法第 66 条）。 

 

（記載要領） 

  法人である場合は、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表

者の氏名をそれぞれ記載する。 
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「農業経営基盤強化促進法基本要綱参考様式６」 

別添１ 

 （利用上の注意） 

   本契約書例は、基本的な内容を参考として示したものであり、活用する際は農

地利用集積円滑化団体に委任する内容に応じて加筆又は修正して差し支えありませ

ん。 

 

 

利用権設定等委任契約書例 

 

 委任者及び受任者は、この契約書の定めるところにより、利用権設定等委任契約

（以下「本契約」という。）を締結する。 

 この契約書は、２通作成して委任者及び受任者がそれぞれ１通を所持する。 

 

平成  年  月  日  

 

委任者（以下「甲」という。） 

氏 名               印 

住 所 

 

受任者（以下「乙」という。） 

農地利用集積円滑化団体名 

代表者名              印 

住 所 

 

 

第１条（契約の趣旨） 

  甲は、乙に対し、甲が所有する土地について、利用権（農業上の利用を目的とす

る賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取

得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。）の設定若しくは移

転、所有権の移転（以下「利用権の設定等」という。）又は農作業の委託に関する

事務を委任し、乙はこれを受任する。 

 

第２条（利用権の設定等の事務を委任する土地） 

甲は、乙に対し、本契約により次の土地（以下「委任土地」という。）につい

て、利用権の設定等又は農作業の委託に関する事務を委任するものとする。 

 

  所 在  地 番 地 目 面積(㎡) 委任する事務の種類 備考 

      

 

注１：「委任する事務の種類」は、「賃借権の設定又は移転の委任」、「使用貸借による

権利の設定又は移転の委任」、「農業経営の委託の委任」、「所有権の移転の委

任」及び「農作業の委託の委任」のうちから選択して記入する。 

注２：備考欄には、現に権原に基づき使用及び収益する者並びに農作業の委託を受けてい

る者がある場合は、その旨を記入する。 
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「農業経営基盤強化促進法基本要綱参考様式６」 

 

第３条（委任事務の範囲） 

 乙は、次に掲げる事務（以下「本件委任事務」という。）について、甲を代理す

るものとする。 

一 利用権の設定等又は農作業の委託の相手方として適当と認められる者（以下

「適格者」という。）の選定に関すること。 

二 適格者との利用権の設定等又は農作業の委託を行う場合の条件等の協議及び調

整に関すること。 

三 委任土地に係る利用権の設定等に関する契約の締結、変更、更新及び解除、農

地法（昭和 27 年法律第 229 号）第３条第１項の許可の申請並びに農業経営基盤強

化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の農用地利用集積計画への同意

に関すること。 

四 委任土地に係る農作業の委託に関する契約の締結、変更、更新及び解除に関す

ること。 

２ 委任土地について、農用地利用集積計画によって賃借権又は使用貸借による権利

の設定若しくは移転を行う場合の条件その他法律関係に関する事項については、別

紙１のとおりとする。 

３ 委任土地について、農用地利用集積計画によって所有権の移転を行う場合の条件

その他法律関係に関する事項については、別紙２のとおりとする。 

４ 委任土地について、農用地利用集積計画によって農業経営の委託を行う場合の条

件その他法律関係に関する事項については、別紙３のとおりとする。 

 

第４条（賃借権の設定等又は農作業の委託を行う場合の条件等） 

乙は、委任土地について利用権の設定等又は農作業の委託を行う場合は、次に掲

げる事項について、あらかじめ甲が申し出た内容を基に適格者と協議するものとす

る。 

なお、乙と適格者との協議の結果、甲が申し出た内容と異なる場合は、乙は甲の

同意を得て決定するものとする。 

一 賃借権の設定又は移転を行う場合は、賃借権の設定時期、賃借権の存続期間、

借賃及び借賃の支払方法 

二 使用貸借による権利の設定又は移転を行う場合は、使用貸借による権利の設定

時期及び使用貸借による権利の存続期間 

三 所有権の移転を行う場合は、所有権移転の時期、対価、対価の支払方法、対価

の支払期限及び引渡しの時期 

四 農業経営の委託を行う場合は、農業経営の委託により設定される権利の設定時

期、農業経営の委託により設定される権利の存続期間及び損益の決済方法 

五 農作業の委託を行う場合は、契約期間、作業の内容及び委託料金 

 

第５条（再委任の禁止） 

乙は、本件委任事務の一部又は全部を再委任しないものとする。 
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第６条（専属専任） 

甲は、委任土地について、本件委任事務を乙以外の者に対し、重ねて委任するこ

とはできないものとする。 

また、甲は、本契約に係る土地について、自ら利用権の設定等又は農作業の委託

を行うことはできないものとする。 

 

第７条（相手方等の指定の禁止） 

甲は、本契約の締結に当たり、委任土地について利用権の設定等又は農作業の委

託の相手方を指定することはできないものとする。 

 

第８条（契約の期間） 

本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。 

なお、この期間は、甲及び乙の合意に基づき更新することができるものとする。 

 

第９条（契約の承継） 

相続等により甲の有する所有権を承継した者（以下「一般承継人」という。）

は、本契約に基づく委任者の地位を承継するものとし、当該地位を承継した者（以

下「地位承継者」という。）は、速やかにその旨を乙に対し届け出なければならな

いものとする。 

なお、一般承継人が複数であるときは、その中から代表者 1 名を地位継承者とし

て選任し、その旨を乙に対し通知させるものとする。 

 

第 10 条（契約の解除） 

甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には本契約を解除することが

できる。 

一 本契約に違反する行為があった場合で、相当の期間を設けて本契約上の履行

を催告しでもなお、義務の履行がない場合 

二 自然災害等による委任土地の滅失、汚染等によって農業上の利用が困難に

なったと認められる場合 

２ 前項の規定にかかわらず、乙が農地利用集積円滑化団体でなくなったときは、本

契約は当然解除されたものとする。 

 

第 11 条（契約の解約） 

本契約の有効期間中において、本契約を解約する場合は、双方の合意により解

約するものとする。 

 

第 12 条（賃借権の設定等をすることができない場合の農地情報の提供） 

乙は、適格者に対して利用権の設定等又は農作業の委託をすることができない

と認めたときは、遅滞なく、甲に対しその旨を通知するとともに、次に掲げる委

任土地に関する情報を農用地のあっせん又は新規就農者等への農地情報の提供を

行う機関及び団体へ提供できるものとする。 

一 土地の所在 

二 地番 
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「農業経営基盤強化促進法基本要綱参考様式６」 

 

三 面積 

四 地目 

五 作付状況 

六 基盤整備状況 

七 借賃、賃借期間、売買単価（10a 当たり）及び権利移転の時期 

 

第 13 条（資料等の提供） 

甲は、乙から本件委任事務の処理に必要となる資料等の提供を要請された場合

には、無償で応ずるものとする。 

 

第 14 条（秘密保持） 

乙は、第 12 条により農地情報を提供する場合を除き、甲から提供を受けた情報

を全て秘密として取り扱い、その管理に必要な措置を講ずるものとする。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。 

一 提供を受けたときに既に保有していた情報 

二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

三 提供を受けた情報に関係なく、独自に開発した情報 

四 本契約に違反することなく公知となった情報 

五 甲が、文書をもって開示に同意した情報 

 

第 15 条（報告） 

一 乙は、毎年、本件委任事務の処理状況を記載した報告書を作成し、甲に送付

するものとする。 

二 甲は、必要と認めるときは、前号にかかわらず本件委任事務の処理状況につ

き乙に報告を求めることができるものとする。 

 

第 16 条（本契約に定めのない事項の取扱い） 

その他本契約に定めのない事項が生じたときは、甲及び乙が協議して定める。 
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別紙 1 

（１）借賃の支払猶予 

賃借権を設定する者（利用権の設定等が行われる土地の所有者。以下「丙」と

いう。）は、賃借権の設定を受ける者（以下「丁」という。）が災害その他やむ

を得ない事由のため、借賃の支払期限までに借賃の支払をすることができない場

合には、相当と認められる期日までにその支払を猶予する。 

（２） 解約に当たっての相手方の同意 

丙及び丁は、賃借権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、相手

方の同意を得るものとする。 

（３） 転貸文は譲渡 

丁は、あらかじめ市町村に協議した上、丙の承諾を得なければ当該土地を転

貸し、又は賃借権を譲渡しではならない。 

（４）修繕及び改良 

ア 丙は、丁の責めに帰すべき事由によらないで生じた当該土地の損耗につい

て、自らの費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他丙

において修繕することができない場合で丙の同意があったときは、丁が修繕す

ることができる。この場合において丁が修繕の費用を支出したときは、丙に対

してその償還を請求することができる。 

イ 丁は、丙の同意を得て当該土地の改良を行うことができる。ただし、その改

良が軽微である場合には丙の同意を要しない。 

（５） 租税公課の負担 

ア 丙は、当該土地に対する固定資産税その他の租税を負担する。 

イ 丁は、当該土地に係る農業災害補償法（昭和 22 年法律第 185 号）に基づく

共済掛金及び賦課金を負担する。 

ウ 当該土地に係る土地改良区の賦課金については、丙及び丁が別途協議すると

ころにより負担する。 

（６） 当該土地の返還 

ア 賃借権の存続期聞が満了したときは、丁は、その満了の日から○○日以内

に、丙に対して当該土地を原状に回復して返還する。ただし、災害その他の不

可抗力、修繕若しくは改良行為による形質の変更又は当該土地の通常の利用に

よって生ずる形質の変更については、丁は、原状回復の義務を負わない。 

イ 丁は、当該土地の改良のために支出した有益費については、その返還時に増

価額が現存している場合に限り、丙の選択に従い、その支出した額又は増価額

（土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）に基づく土地改良事業により支出し

た有益費については、増価額）の償還を請求することができる。 

ウ イにより有益費の償還請求があった場合において丙及び丁の聞で有益費の額

について協議が整わないときは、丙及び丁双方の申出に基づき市町村が認定し
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た額を、その費やした金額又は増価額とする。 

エ 丁は、イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き、当該

土地の返還に際し、名目のいかんを間わず返還の代償を請求しではならない。 

（７）賃借権に関する事項の変更の禁止 

丙及び丁は、農用地利用集積計画に定めるところにより設定される賃借権に関

する事項は変更しないものとする。ただし、丙、丁及び市町村が協議の上、真に

やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 

（８）その他 

農用地利用集積計画に定めのない事項及び農用地利用集積計画に関し疑義が生

じたときは、丙、丁及び市町村が協議して定める。 

 

 

  農業経営基盤強化促進法第 18 条第 2 項第 6 号に規定する者に対する賃借権又

は使用貸借による権利の設定を行う場合は、以下の項目を追加する。 

 （９）契約の解除 

丙は、丁が当該土地を適正に利用していないと認められる場合には賃貸借契

約を解除するものとする。 

 （10）期間途中で貸借が終了した場合の原状回復 

貸借が終了したときは、丁は、その終了の日から○○日以内に、丙に対して

当該土地を原状に復して返還する。丁が現状に復することができないときは、

丙が現状に回復するために要する費用を丁が負担する。ただし、天災地変等の

不可抗力または通常の利用により損失が生じた場合および修繕または改良によ

り変更された場合は、この限りではない。 

 （11）違約金の支払い 

丙の責めに帰さない事由により貸借を終了させることとなった場合には、丁

は、丙に対し賃借料の○年分に相当する金額を違約金として支払う。 
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別紙２ 

（１）所有権の移転 

所有権の移転の対価の支払期限までに対価の全部の支払を了したときは、その

所有権の移転時期に当該土地の所有権は移転する。 

（２）農用地利用集積計画に定められた法律関係の失効 

農用地利用集積計画に記載された対価の支払期限までに対価の全部の支払がな

されなかったときは、当該土地の所有権に係る農用地利用集積計画に基づく法律

関係は失効する。 

（３）所有権以外の権利の消滅 

所有権を移転する土地に第三者のための担保物権等が設定されているときは、

所有権を移転する者（以下「丙」という。）は担保物権等を消滅させるととも

に、当該権利が登記されているときは、所有権の移転時期までにその登記を抹消

しなければならない。 

（４）租税公課の負担 

所有権を移転する土地に係る固定資産税、土地改良賦課金等は、その所有権の

移転時期の属する年度については、丙が負担する。 

（５）所有権の移転の登記（市町村が嘱託により登記することができることとなった

とき） 

農用地利用集積計画による所有権の移転の登記は、所有権の移転を受ける者

（以下「丁」という。）の請求により、市町村の嘱託により行うものとし、丙は

これに協力しなければならない。 

（６）経費の負担 

所有権の移転の登記に要する経費は、了が負担する。その他の経費について

は、丙及び了が協議して決める。 

（７）法律関係の解除 

丙文は丁は、相手方が農用地利用集積計画に基づく義務を履行しないときは、

農用地利用集積計画によって成立した法律関係を解除することができる。 

（８） その他 

農用地利用集積計画に定めのない事項及び農用地利用集積計画に関し疑義が生

じたときは、丙、丁及び市町村が協議して定める。 
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「農業経営基盤強化促進法基本要綱参考様式６」 

別紙３ 

（１）善管注意義務 

経営の委託を受けた者（以下「丁」という。）は、委託を受けて行う農業の経

営（以下「受託農業経営」という。）を行うに当たっては、善良なる管理者の注

意を持って当該経営の委託をした者（以下「丙」という。）の利益の最も適合す

るように配慮しなければならない。 

（２）主宰権 

受託農業経営の運営に関する事項は、農用地利用集積計画に定めるもののほ

か、丁が決定する。 

（３）収穫物の所有権 

受託農業経営の事業により生ずる収穫物の所有権は、丁に帰するものとする。 

（４） 受託農業経営に係る損益の帰属 

受託農業経営に係る損益は、丙に帰属するものとする。 

（５）受託農業経営に係る損益の計算方法 

① 受託農業経営に係る損益は、次に掲げる算式により計算するものとする。 

    受託農業経営に係る販売金額（共済金を含む。）－受託農業経営に係る受託

経費（受託報酬を含む。） 

なお、丙又は丁に交付された補助金の額の取扱いについては、別途丙及び丁

の協議の上定めるものとする。 

② 丁は、受託農業経営に係る受託経費（受託報酬を含む。）の内訳を整理して

おくものとする。 

（６）租税公課の負担 

丙は、当該土地に対する固定資産税その他の租税を負担する。 

（７）改良 

① 丁は、丙の同意を得て当該土地の改良を行うことができる。ただし、その

改良が軽微で、ある場合には、丙の同意を要しない。 

② 丁の負担した当該土地の改良経費は、丙が負担するものとする。ただし、

丙及び丁が協議の上、これと異なる定めをした場合にはその定めによる。 

（８）損害の賠償 

丁は、異常気象、水害その他の災害による受託農業経営の収量の減少、当該土

地の損壊、滅失等丁の故意又は過失によらない損害についての責めを負わないも

のとする。 

（９）解約に当たっての相手方の同意 

丙及び丁は、利用権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、相手

方の同意を得るものとする。 

（10）再委託の禁止 

丁は、受託農業経営の再委託をしてはならない。 
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「農業経営基盤強化促進法基本要綱参考様式６」 

（11）当該土地の返還 

ア 利用権の存続期聞が満了したときは、丁は、その満了した日から○○日以内

に、丙に対して当該土地を原状に回復して返還する。ただし、天災地変等その

他の不可抗力、修繕若しくは改良行為による形質の変更又は当該土地の通常の

利用によって生ずる形質の変更については、丁は、原状回復の義務を負わな

い。 

イ 丁は、その他法令による権利の行使である場合を除き、当該土地の返還に際

し、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。 

（12）経営受委託に関する事項の変更の禁止 

丙及び丁は、農用地利用集積計画に定める経営受委託に関する事項は変更しな

いものとする。ただし、丙、丁及び市町村が協議の上、真にやむを得ないと認め

られる場合は、この限りでない。 

（13）その他 

 ア 受託者が農業協同組合又は農事組合法人である場合には、このほか当該農業

協同組合又は農事組合法人が定めている農業経営受託規程によるものとする。 

イ 農用地利用集積計画に定めのない事項及び農用地利用集積計画に関し疑義が

生じたときは、丙、丁及び市町村が協議して定める。 
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農地移動適正化あっせん事業実施要領 

別紙様式例２ 

（別添２） 

 

あ っ せ ん 申 出 書                 

  

 下記農用地等につき（売買、貸借、交換）のあっせんを申し出ます。 

 

なお、事前に実質的に契約を締結したり、不動産業者が介入している等農地移動 

適化あっせん事業によるあっせんの対象とすることが不適正な事実がないことを確 

約致します。 

 

記 

 

 

所        在 

 

地    目 

 

面    積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日  

 

○○農業委員会長 殿 

 

申出者 住所                 

氏名               印 

 

 

（注）１ 要領９のイのあっせんの申出の場合には、所在等の記載は要しない。 

   ２ （ ）内のなお書きは、農用地等の所有者からのあっせんの申出の場合に 

    限ること。それ以外の場合は削除しておくこと。 
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（参考様式） 

非 農 地 通 知 書 

 
年  月 

日 
 

土地所有者   ○○市（町）     番地 
（    氏 名    ）  殿 

登記上の権利者 ○○市（町）     番地 
       （    氏 名    ）  殿 
※登記上の権利者の住所・氏名は、土地所有者の住所・氏名と  

異なる場合に限り記載する。  
 

○○農業委員会会長  氏  名 

㊞ 
 
 平成○年○月○日の農業委員会総会（又は農地部会）において、貴殿が所有（借受）

する下記土地は農地法第２条第１項の農地に該当しない旨判断しましたのでお知らせし

ます。 
 このため、下記土地の登記について、登記簿地目の変更登記を行うよう要請します。  
 おって、農業委員会は、下記土地について農地台帳を整理するとともに、併せて市町

等関係機関に対し、農地法第２条第１項の農地に該当しない旨を通知することを申し添

えます。 
記 

土地の所在 地番 

地目 面積 

農地台帳 登記簿 
農地利用
状況調査
における

判断 
農地台帳 登記簿 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

この資料は、地目変更登記に係る「参考様式」及び土
地所有者がご自身で登記申請する際の「参考資料」で
す。土地所有者との相談業務や管轄の法務局との調整
の際に活用ください。 
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（参考様式） 

平成 年 月 日 
 
 各 位 
 

○○農業委員会事務局 
 

地目変更登記のお願いについて 
 
 国の農地利用状況調査に基づき、市内の農地を調査した結果、別紙「非農地通知書」に

記載の土地は「農地」ではなく、地目欄の「農地利用状況調査による判断」に記載した地

目と判断されました。 
 つきましては、大変ご面倒をお掛けしますが、静岡地方法務局○○○○（住所：○○○

○○○○、電話番号：○○○-○○○ -○○○○）へ地目変更の登記申請をお願い申し上げ

ます。 
 なお、土地家屋調査士に依頼する場合は、手数料等を含め土地家屋調査士にお尋ねくだ

さい。ご自身で登記申請を行う場合は、上記の法務局又は農業委員会事務局までご相談く

ださい。 
 

記 
１ 地目変更登記に必要なもの 

・登記申請書及び登記識別情報等受領印影届 
・非農地通知書 
・案内図 
・その他、登記上の住所と異なる場合は住民票の写しが、相続が発生している場合 
 は除籍謄本、住民票の写し・戸籍抄本等が必要です。 

     
２その他 
  地目変更登記申請に｢登録免許税｣はかかりません。 

地目変更登記する場合、登記簿の地目は法務局の判断により決定されます。 
  法務局から現地確認の立会を依頼される場合があります。 
 
 
                        担  当： 
                        電話番号： 
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“目に見える”活動のために・・・農地パトロール４点セット 
 
農業委員会キャップ 
 布製のほか夏場のパトロール向きのメッシュタイプもご

用意。全員で着用することでより注目が集まり、遊休農地

解消や無断転用防止などの注意を喚起できます。 
●布地タイプ（写真左） 
コード番号：17-NC 定価：1,234 円（税込）送料実費 
●メッシュタイプ（写真右） 
コード番号：16-102 定価：1,029 円（税込）送料実費 
 
農業委員会腕章（布製） 
マジックテープ・安全ピンで固定 
 全員が着用することで注目が集まり、遊休農地解消や無断転用防止などの注意を喚起できます。 
日常の活動にも活用できます。コード番号：16-101 定価：822 円（税込）送料実費 
 
農地パトロール実施中ゼッケン 
活動の“見える化”の新たなツール 
 着用することで、農地パトロール中であることが遠く 
からでもはっきり分かる新しいアイテムです。 
コード番号：29-09 定価：3,000 円（税込）送料実費 
 
農地パトロール・マグネット板（自動車用） 
サイズ：天地 15cm×幅 54cm 
 自動車のドアに左右セットで貼り付けて、 
活動をより目に見えるようにします。 
コード番号：16-100 定価：1,852 円（税込）送料実費 
 
発行 全国農業委員会ネットワーク機構 〒102-0084 東京都千代田区二番町 9-8 中央労働基準協会ビル 
   一般社団法人 全国農業会議所            TEL 03-6910-1131  https://www.nca.or.jp/tosho/ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 

 

込 

 

書 

住所：〒 

名称： 

電話番号：    （   ） 担当者： 

コード：29-10 2017年度 農業委員会業務必携 ※予約 部数：  部 

コード：29-35A 2018年（平成 30年）農業委員会手帳（農業委員用） ※予約 部数：  部 

コード：29-35B 2018年（平成 30年）農業委員会手帳（農地利用最適化推進委員用）※予約 部数：  部 

コード：28-35A 2017年（平成 29年）農業委員会手帳（農業委員用） 部数：  部 

コード：28-35B 2017年（平成 29年）農業委員会手帳（農地利用最適化推進委員用） 部数：  部 

コード：28-44 2017年 農業委員会活動記録セット 部数：  部 

コード：16-102 農業委員会キャップ（メッシュタイプ） 部数：  個 

コード：17-NC 農業委員会キャップ（布地タイプ） 部数：  個 

コード：16-101 農業委員会腕章 部数：  個 

コード：29-09 農地パトロール実施中ゼッケン 部数：  枚 

コード：16-100 農地パトロール・マグネット板 部数：  枚 

コード： 2-B 農業委員章（ネジタイプ） 部数：  個 

コード： 2-C 農業委員章（ピンタイプ）※女性にはピンタイプをおすすめします。 部数：  個 

コード： 2-D 農地利用最適化推進委員章（ネジタイプ） 部数：  個 

コード： 2-E 農地利用最適化推進委員章（ピンタイプ）※女性にはピンタイプをおすすめします。 部数：  個 

コード： 2-A 農業委員会会長章（ネジタイプ） 部数：  個 

コード： 2-AP 農業委員会会長章（ピンタイプ）※女性にはピンタイプをおすすめします。 部数：  個 

通信欄： 
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